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京都’生コンクリー

第l幸　総　　　　　　則

(目　的)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九

第l粂　本組合は.組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員の

ために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な

経済活動を促進し.かつ賀その経済的地位の向上をはか

ることを目的とする
/

弟2条木組扮京都生三ンクリ」聞合と称する了

(名　称)

第3条本組合の地区は,京都市了宇治市了城陽計向。市/長岡

京市包び綴喜武名区域とする./

(事務所の所在地)

第4粂　本組合は,事務所を京都市に置く!

(公告の方法)

弟5条　本組合の公告は・本組合の掲示場に掲示し・なつ,必要が

ぁるときは,京都新聞に掲載してする!

(規　約〉

第　6　粂　この定款で定めるもののほか,必要な事項は,規約で定

める!



〔事　業)

間圃
’ソ

第7粂　本組合は・第.工条の目的を達成するため,次の事業を行

(工)組合員の取扱う生コンクリ∴トの共同販売/

の　組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含

む)および組合員のためにするその借入れ了・

6)商工組合中央金庫・中小企業金融公庫,国民金融公

庫・銀行・相互銀行,信.用金庫の委任を

組合員に対するその債権の取立て了

は)組合員の事業に関する協定/

てする

6)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の

締結/

.佃)組合員の事業に関する経営および技術の改善向上ま

たは組合事業に関する知識の普及をはかるための教

育および情報の提供/

け)組合員の福利厚生に関する事業/

㊨)前各号の事業に附帯する事業/

第　3　章　　組　　合　　員

(組合員の資格)

第8条　本組合の組合員たる資格を有する者は・次の各号の要件



e
を備える小規模の事業者とする了

(1)生コンクリートの製造を行う事業者である二と。/

俄)組合の地区内に事業場を有することo/

(加　入)

第9条　組合員たる資格を有する著は・本組合の承諾を得て・組

合に加入することができるo/

2　本組合は・.加入の申込みがあったときは・理事会におい

てその諾否を決する了

(加入者の

第10条ノ 砂岩承諾を得た紺轟なく・その引き受け
ようとする出資の全額の払込みをしなければならないo

ただし,持分の全部又は一部を承継することによる場合

は.この限りでない○/

(,相続加入)

第11粂　死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の

1人が相続開始後3 0日以内に加入の申出をしたときは・

前2条の規定にかかわらず・相続開始のときに組合員に

なったものとみなす/

2.前項の規定により加入の申出をしまうとする者は・他の

相続人の同意書を提出しなければならない〆

!
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㊨
(自由脱退)

第12条　組合員は,あらか“じめ組合に通知したうえで事業年度の

終。において脱退することができる。/

2.前項の通知は,事業年度の末日の90目前までに・その

旨を記載した書面でしなければならな工

芸」蹄次の各号の一つ醒する組合員を鹸亀る

ごとができる。この場合において・本組合は・その総会

の会日の1 0目前までに・その組合員に対しその旨を通

知し,かつ・総会において・弁明する機会を与えるもの

とする了

(1)長期刷こわたって本組合の施設を利用しない組合員/

の　出資の払込み・経費の支払いその他本組合に対する

義務を怠った組合員/

β)本組合の事業を妨げ・又は妨げようとした組合員/

紅)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合

員/

臼)犯罪その他信用を失う行為をした組合員/

(脱退者の持分の払いもどし)

第14粂　組合員が脱退したときは・組合員の本組合に対する出資

額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは・当



e, l:
2・本組合は・前項の請求があったときは.理事会において,

その諾否を決する/

3・出資口数の減少については・第置4粂(脱退者の持分の

-I　払いもどし)の規定を準用する/

(届　出)

第18条　組合員は・次の各号の一つに該当するときは, 7日以内

は本組合に届け出なければならなしィ　　　　　　、

嵩器請書群言:
き。/

ほ)資本の額又は出資の総額が1億円をこえ,かつ,

暗使用する従業員の数が3 0 。人をこえたとき/

(過怠金)

第19条　本組合は・次の各号の一つに謬当する組合員に対し.総会

の議決により・過怠金を課すことができる。この場合に

おいて一本組合は.その総会の金目の1 0目前までに,そ

の組合貝に対してその旨を通知し,かつ,総会において,

弁明する機会を与えるもの・とする。

(1)第7粂第。与る規定による協定に違反し,又は同条

第5孟規定する団体協約に遷反した組合員/

の第13粂第2号ふら第4号宅でに掲げる行為のあっ

た組合員/

常



e/)
8)前条の規定にょる届出をせず,又は虚偽の届出をし

た組合員/ ・

第4章　出資及び持分

(出資1口の金額)

第20粂出資1口の金額は, 100000円とする了

(出資の払込み)
/

第2.1粂　出資は・・一時に全額を払い込まなければならない。

(延滞金)

第22粂 組合員が使用料.手数料,経費,過怠金その

他本組合に対する債務を履行しないときは,履行の期限

の到来した日の翌日から履行の日まで年10%の割合で

延滞金を徴収することができる/

(持　分)

第23粂　組合員の持分は)本組合の正味財産につき,その出資口

数に応じて算定する!

2.詩分の算定に当っては100円未満のは数は切り捨てる

ものとする!

、一第5軍　役負,顧問及び職・貝

(役員の定数)

第24条　役員iの定数は,次のとおりとする。/

・
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(D.理　事

俄)監事　　　1人/ 、

(役員の任期)

第25条　役員の任期は,つきのとおりとするt

(1)理　事　　　　　2年ノ

の　監　事　　　　　2年/

2・補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。 )のため

選挙された役員の任期は・現任者の残任期間とするI

3・理事又は監事の全員が任期満了前は退任

いて新たに選挙された役員の任期は,集

る任期とする了

合にお

規定す

在　任期の満了又は辞任によって退任した役員は.・新たに

選挙された役員が就任するまでなお役員の職務を行う(

(員外役員)

第26粂　役員のうち・組合員又は組合員たる法人の役員でない

者ば理事については1人了盛事についてはl亮こ

えることができなしく、

(理事長・副理事長及び専務理事の職務)

第27条　理事のうち1人を理事長・ 6人を副理事長- 1人を専・

務理事とし,理事会において選任する!

2・理事長は本組合を代表し,本組合の業務を執行する(

i
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㊨
3・副理事長は・理事長を補佐し・理事長が事故又は欠員の

ときはあらかじめ理事会において定めたところにしたが

いその職務を代理し,又は代行する/

4　専務理事は・理事長及び副理事長を補佐して・・本組合の

常務を執行し・理事長及び副蓮華長がともに事故又は欠

員のときはその職務を代理し・,又は代行する了

5　理事長,副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員の

ときは,理事会において, 、理事のうちからその代理者又

は代

(監事の職務)
旬

弟.28粂　監事は

1人を定める。/

》

何時でも・会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは
曜

謄写をし・又は理事に対し・会計に関する報告を求める

ことができる!

2・監事は・その職務を行うため特に必要があるときは組合

-　　　の業務及び財産の状況を調査することができる/

轟,条理報び監事は,法令.定款及び規約の定め並びに総会

の決議を遵守し・.組合のため忠実にその職務を遂行しな

ければならない! 、

上役貝の選挙)

30粂　役員は,総会において選挙する了



2役員。選粗忽名柚行う了
3・有効投票の多数を得た者を当選人とするoただし・得票

数が同じであるときは・くじで当選人を定める/

五　第2項の規定にかかわらず・・役員の選挙は・出席者全色

の同意があるときは・指名推選の方法によって行うこと

ができる。/

ま　指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被

指名人の選定は・その総会において選任された選考委員

が行うと
i

第31条　役員に対する報酬は,総会において定める!

(顧　問),

第32粂　本組合に顧問を置くことができる。/ 、

乙　顧問は・学識経験のある著のうちから・理事会の議決を

経て理事長が委嘱するJ

第33条本組合に参事友び会計主任を置くことができる/

2・参事及び会計主任の選任及び解任は・理事会において決

する。ノ

!
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㊨
第34粂本組合に次の職員を憧くことができる。/

(l)事務職員　　　若干名/

第6章　総会・理事会及び委員会

(総会の招集)

第35条総会は・・通常総会及び臨時総会とする子

2・通常総会は・毎事業年度終了後2ヶ月以内に・臨時総会

は必要があるときは何時でも・理事会の議決を経て.理

事長が招集する。/

(総会招集の手続つ

第3 6条麟霊霊霊葦霊’

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)

第37条　組合員ば前条の規定によ。あらかじめ通知のあった事

項につき・書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を

行使することができるoこの場合は・その組合員の親族

若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ

・　　　　代理人となることができない。ノ

2・代理人が代理する組合員の数は1人とする/

こ(総会の議事)

‥第38条　総会の議事は・中小企業等協同組合法(以下「法」とい

‾うo圧特別の定めが:あ.る場合を除き・組合員の半数以

上が出席し・その議決権の過半数で決するものとし;可



否同数のときは,議長の決するところによる。/

(総会の議長)

第39粂　総会の議長は・総会ごとに,出席した組合員又は組合

員たる法人の代表者のうちから選任する。/

(緊急議案)  ’

第40粂　総会においては・出席した組合員(書面又は代理人に

より議決権又は選挙権を行使するものを除く。 ・)が組

圏
会員の半数以上であり,かっ,出席した

の2以上の同意を得たときに限り,第

の3分

規定に

よりあらかじめ通知のあった事項以外の事項について

も議決することができる/

(総会の議決事項)
l

第41粂　総会においては・法又は定款で定めるもののほか,次

の事項を議決する。

(巾　借入金額の最高限度/

の1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む。 )

天産ニ富合曇った宝にチエ芸者朱書今金額の最高

限度ノ

ウ一∴∴∴β)その他理事会やおいて必要と認める事項(

(総会の謹事録)

第42粂　総会の議事録は・議長及び出席した理事が作成し,こ

ー
㍗
-
.
.
i
島
部
圏
幽
閉
暖
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閉



れに署名するものとする{‾

2・前項の議事録には・少なくとも次に掲げる事項を記載し

なければならない!

(り　開会の日時及び場所/　　　　　　　..

俄)組合員数及びその出席者数/

臼)議事の経過の要領/ ・

臼)議案別の議決の結果(可決・否決の別及び賛否の

議決権数)/

叛理事会の招集

弟43条　理事 理事長が招集する!

2・理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会に

おいて定率た順位にしたがい副理事長が,理事長及び

副理事長がともに事故又は欠員のときは専務理事が,

.理事長・副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員

.のときば’ぁらかじめ理事会において定めた順位にし

たがい,他の理事が招集する。ノ

3・理事は・必要があると認めるときは・.何時でも,理事

長に対し・理事会を詔集すべきことを請求することが

できる!、

4　前項の請求をした理事は.・同項の請求をした日から5

日以内に・正当な理由がないのに理事長が理事会の招



圃
集の手続をしないときは・一みずから理事会を招集するこ

とができる。/

ぐ理事会招集の手続)

-第44条　理事会の招集は・余日の5目前までに日時及び場所を各

l　　　　理事に通知してするものとする。’ただし,理事全員の同

意があるときは,招集の手続を省略することができる。/

(理事会の議事)

第45粂　理事会の議事は・理事の過半数が出席し,その過半数で

決する/

(理事会の書面議決)

第46条　垣喜ばやむを.得ない理由があるときは,あらかじめ通知

のあった事項について一書面により理事会の議華に加わわ加にI-iしく

・ることができ読

(理事会の議決事項)

第47条理事会は・法文はこの定款で定めるもののほか・次の事

項を議決する/

(l)総会に提出する議案/

の　ぞの他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認

める事項l　　　　　　　,

第。8条　理事会においては,理事長がその議長とな訪

囲
副



可奈

2・理事会の議事録については・第4 2条・(総会の議事録)

の規定を準用する。この場合において・同条第2項第4

号申「( 否決の別及び賛否の議決権数)」とある

のは「(可決・否決の別及び賛否の議決檻数並びに賛成

した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替え

るものとす去

委員会)

49条　本組合は・その事業の執行に関し・理事会の諮問機関と

して委員会を置くことができるで

2・委員会の種類・組織及び運営に関する事項は・規約で定

める.。/
I

第7章　　会　　　　計

グ

事業年度)

50粂　本組合の事業年度は・毎年4月1日に始まり・翌年3月

3エロに終るものとする!

法定利益準備金)

51粂　本組合は・出資総額に相当する金額に達するまでは,毎

事業年度の利益剰余金の1 0分のl以上を準備金として

積み立てるものとする子　で

2・前項の準備金は・損失のてん補に充てる場合を除いては.

とりくずきない了

)

l

書

l

呈



e
(資本準備金)

第52条　本組合は・減資差益(第14条ただし書の規定によって

払いもどしをしない金額を含むo )は・資本準備金とし　手

て積み立てるものとする。/

(特別積立金)

第53条　本組合は・・毎事業年度の利益剰余金の10分のl以上を

特別積立金として積み立てるものとする!

第54粂　本組合は・第7条第6写る事業の費用に充てるため,毎

事業年度の利益剰余金の2 0分の1以上を翌事業年度に

繰り越すものとする!

(利益剰余金及び繰越金)

第55条1事業年度における総益金に総損金吸び繰越損益金を加

減したものを利益剰余金とし・第5 1条の規定による法

定利益準備金・第5う条の規定による特別積立金及び前

条の規定による繰越金を控除してなお剰余があるときは,

総会の議決によりこれを組合員に配当し・又は翌事業年

度に繰り越すものとする/

(利益剰余金の配当)

第56条　前条の配当は・総会ゐ議決を経て・事業年度末における

組合員の出資額・若しくは組合員がその事業年度におい

て組合の事業を利用した分量に応じてし,又は事業年度



@,l
末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度に

おいて組合の事業を利用した分量に応じてするものとす

る。/

2・・事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は

年1割をこえないものとする。/

3・配当金の計算については・第23条第2項(持分)の規

定を準用する〈

損失金の処理)

57粂　損失金のてん補は・特別横立金・法定利益準備金,資本

準停会の順序れたがってするものとする了‾　　‾.1　‾　-　ノ　e′　‾てノ∴‾一′　」　プ　○○

捻,)二二哩給与引当金として,
職員退職給与三

58粂　　木組

職員給与総額の10 0分の4以上を計上する/

。

圭

を

喜

主

事

幸

鳥

.

f

烏

韻

鰐

拶

生



6/)
京都生コンクリ一十協同組合衰豆趣意書/

夕子　設立の目的

生コンクリート専業は・製品の’性質上安易に工場建設ができるため,勘、規模の

生コンメーカーが乱立し・反面醐4 8年のオイルショックを蛾として需要量

が大巾に減少・今日設備過剰が表面化し・転業度はついに約30%迄低下する粕

とな彊した。これに主因し・過当競争が市場混乱を助長し・坪売価格の続落に

よれ生コンメーカーは著しい経営悪化を来たし・先行誠に憂慮される状態に立ち

これが為・我々小説模弱者でさる生コンメーカーが厳しい現状職の上に立って

早急に業界の立直しを図か経営の安定と期的な生コンクリートの安定供給を

図.ることが当面の急務であると信じます。

従いまして・我々は有志を募り・中小企業等協同組合法に基ずく,京都生コンク

リート協同組合を設立し・自主自立の精神を基盤とした共同販売喜業を始め各種

の事業を期す、ることにより・公正か経済活動の機会を確保し・以って組合員各

位の経済的・社会的地位の向上を図るチとするものでも寝ず。

皿言組織及び事業の概要

1・名　称　　京都生コンクリート協同組合

2地区　本組合の地区は・京都市・宇治市城陽市・向日市,長岡京市及

3’鶉轟、京都市下京区七条通高倉東材木町5 1 8軸

4・組合負たる資格

次の各号の要件を備える小親槙の事業者とする

(1)生コンク.リートの製造事業を行う者

「
、



5.出資一口の金額及び出資払込の方法

(イ)出資一口の金額　100,000円

(ロ〉　出資の払込みの方法

一時に全額を払込むものとするo　.

6.専業計画の概要

〈1)組合員の取扱う生コンクリ鵜トの共同販売

(2)組合員に対すろ事業資金の貸付け(手形割引を含む。)

および組合員のためにするその借入れ。

ほ)商工組合中央金庫・中小企業金融公庫・国民金融公庫・銀行・相互銀行!

朋全車・耕盟空合聖霊組合的岬の芽門脇同の牛

蟹距
三善叢駕の委任をうけてする組合員に対すろそのイ

(匂　組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約

(5)組合員の喜業に関する経営および技術の改嘗向上または・組合事業に開く

する知識の普及をはかるための教育喜よび情報の提供　　　　き

く6)組合員の福利厚生に関する事業　　　　　　　　　　　　　　　1

〈7)組合員の事業に関する協定　　　　　　　　　　　　　　　　　i

(8)前各号の事業に附帯する事業

7.賦課金の賦課徴収方法

(イ)賦課金総額　　　金2,040,000円

教育情報事業賦課金

月3タ000円×17社×12ヶ月こ　612・000円

一般賦課金

月7、000円×17社×12ヶ月=1,428,0 00円



e9
(ロ)賦課徴収の方法

毎月始めまでにその月分を租合事務所に納入するものとする。

8.役員の定数及び任期

(1〉役員の定数　　理事　18人　　監事l人

(2〉役貝の任期　　理事　　2年　整容　2午

9..創:立費及びその償却方法

創立費用は工.000.0 6 0円以内とし・ 2年間均等償却とする。
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初　年　度

事　　業　　計　　画　　書

昭和52年9月1日より

昭利53年3月31日まで

・京都生コンクリート協同組合

1.共鞭亮に関する鞍/

この事案は・組合員の生産する生コンクリートを組合貝から買取り,組合

が需要先に販売することにより行う。

なあ,共同販売専業規約を定め,これは塞き事業を行う。

取扱品目 儉YHB��I|ｨ�R�立米単価 儉ﾉHHｾ�ｧ｢�立米当り 手数科額 偃��H怦ｧ｢�

生コンクリート 忠zy¥B��∴三才’∴ 忠�x冷��.〔田) 忠�x冷����
_[三三軍書i �7.404β00. ���*D��17.2i20 

2・衷粟資金の貸付に関する事業/

この事柴は・組合員に転貸する資金を取引金融機関から借入れ,組合員に

対し事業資金を貸付ける(手形割引を含む。 )ことにより行う。

・ (イ)貸付対象　　組合員の昏業に要する資金

(ロ)貸付方法　　証書貸付.手形貸付とする

必要により塑保を供せしめる

卑誰灘　1ケ年以内とする

(⇒貸付手数料　　8 5%

㈱貸付限度　1組合員当時高4 0 0万円

圏ぼて



町r-二∴■∴′’葦摺溺 劔� 

「 l ! ! i3. �����ｻ8支ｷ�-��饑�,ﾉ/�ｹ�,亊h+x.倬b�業/ � 兔 「 

との事業は組合員の経営の合理化・技術の向上をはかるため次の哀楽を行- ) 

I :l 」 l 幸 子l一言 ∴ヽ言 4. ��X顗��������¥｢�回数 佝�����N��備　　考 鳴�

)1.コンクリ-ト技術に関す劉摺会 �2�210,OiOO∴ 亰ｨ齎韋ﾋ��鞜B�

2.コンクリート技術研究会 �"�100,000 著��{��8�X����踪�8ｾ��X艙N��

3.工場公告対策研究会 ���100,000 

4.経営合理化研究会● �"�100,00∵0 

計 偵2�510,000 ��

什」 
福利厚生に関する善業 

・告　　　　この事業性組合員の親睦をはかるため次の躾を行う。・ 

高　　　　(1)慰安会　年1回　70,0,000円 

!‡(碑醐見舞金を支給するo 
! 畠　5.組合醍団体鵬の締結 

樟　　　組合員の蝶遂行に必要がある場合は・組合醍又脚鯛約の締 

粧 諌 †(, 言 I l ( I 雪 1 I ���/�ﾗ8*H�"�� 

二二 �� ��



菱 . 、 ��剪�

‡　　　　　　　　　初　年　度. ‡ 

意/’ :∴ ′臆∴ ∴l 白�資 ��U����ﾇh�X��������

」「 ヽl 仁 傴ｩ��S)D������ﾈ����?ｨ*�.r�剩��

‡ し 凵@昭和53年3月31 仁 劍踪,R�8ﾉ79�h5(984�8｢ﾘ6xｺi:��xﾘr�

.資・・’金　調　達 

〇日 

i科　　目I金　　額 劔4X����������wb� 

; 冤 兒Xﾙ頽��耳ｾ��ﾋ饅ﾒ�・17,000,000 50,000,000 ∴∵ ∵.67,000,000 ��s�ﾏｸ����iﾈ冷�

2・資　金　の　運　用i. 

科　　　　　目 仞���������ｧ｢�荊　　　　　　妻. 

網 子 剔ﾝ付金∴ 寄具備品 事務所教会′ 運転資金 曝�r��C�ﾃ���ﾃ���ﾃ��"ﾆF�ﾃ�����Yjづ���ﾃ��b���X�����ﾃ����Rﾃ���ﾃ��������crﾃ���ﾃ�����関係先出資金含む。 

一㌦篇 )こ - 書 傍 :l 

:預’∴∴∴∴’金・ 　計 

二■ ��b�■○○菓S喜喜SSSSSi獲喜喜喜喜喜○○○○喜 舒ﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾈｮﾅ5558�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�･558�ｨ�ｨ�ｨ�｢� ��



;∴∴∴ 1音声 ●臆∴音ノ音′ .十千・十 白������轟 剩N ��

J・ 

仁 劔 ∴言 で 亶8�������茨ｸ迚uﾈ螯朸���

子音 僮(��圸��.s)D�����佇��c�?｢�

費 ( ど、 †∴ ��Κ�旭ﾈ爾�k����昭和53年　3 佇��S84x8ﾒ�ｹ�79�h7ﾘ984�8ｨ耳ﾏｹ}Y{ﾉ�xﾘr���%�犬� 

音　十 劍�ﾈ����?ﾈ�ﾂ�� 

電 1 l i く : 罵言 或 i二 l 劍怦����mｨ�X��ｾ�����ｧ｢�儖X��������ﾖﾂ�

重事業収・入 共同版希手数料収入 宙ﾔヲﾃ(�｣3��c����rﾃ##�ﾃ����取扱数重雄。甲百 ・40・000・000円×齢%×死2 月額;7・、000円×7ヶ月×17牡 

金融事業受取利息収入 �8bﾃ塔2ﾃ����

幾口上　賦課・金収入 茶�ﾃ���ﾃ�����

、-殻賦課金収入 塔2c����

ー　教育1開賦課金収入 �3Srﾃ����嫡3・000円×7ヶ月×17社 　‾‾‾。。プ工。さ 

冒　事業外収入 茶S32繦��,ﾂ�

i受・取　利　点 鉄32�3���

’雑’i収入. ●i 鼎���

・、合　　　　計 �� 

1 �20,927,00 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ��



∴∴一山∴∴∴∴　　　∴　∴∵ 凵�@　　　　　　　　　　　∴幸 

‡三° 子、● 迄辷���������������刮ｰ題臆巨看漢書 

科　　　　　目 仞���������ｧ｢�備 俟ﾂ�

I・∴専　　業　　費 忠xｲﾃ�32ﾂ�#����40,000,000円× 唐X��+�"�����-h,ﾈﾆ9*(�2�ﾈ�����Xｸｸ怩ﾂﾉ�ﾙu��

共同販売事業費 �"ﾃ��bﾃc���

金融事業支払利息 ��ﾃッ綯ﾃc���

教育情報事業費 店�h馗�ﾃ����講習会.研究会 

福利厚生事菜費 都C�ﾃ����組合員及び従業貝 月160千円×7ケ 

Ⅱ　　一般　管理費 茶�"ﾃS��ﾃ�����

役　　員　　報　　酬 ��ﾈ�#�ﾃ����

域、貝　給　料 �3ｳ塗���ﾃ����男子1人　女子3 

福　利　厚　生　費 都�bﾃC���法定福利費356,4 ���ｷ�-�,ｨｼ韶�9b�

長∴ i I l 帝���Xｸｹu闖�9hｾ�ﾄｩ?ﾂ�158.400 从ｹu��ﾘｧｨ,ﾃBR�他350,000 熱賛 会議費 ��

∴交　　　際　　　費 度�cs�ﾃ�����

旅　費　交　通　費 都��ﾃ����

印刷費及び事務用品費 �3S�ﾃ���ﾒ�

li ∴子　牛 帝,ｨ�������ﾘ�����丑��70,000. 

! 董 ��X��;���ﾏX�因���N��350,000 

賃　　　借　　　料 �2ﾃ�S�ﾃ����曳務所費 

会　　　議　　　費 鉄��ﾃ����総会,理容会暮　諸 

広　　　告　　　費 ��R�#��ﾃ����新聞他広告代 

.新　聞　図　書　費 ��s�ﾃ��c���新田及び参考書 京都府中央会 初年度償却額 

●　　租　説　公　　課 帝���ﾃ����

関係団体負担金 �3�ﾃ����

雑　　　　　　　費 �#�Rﾃ#���

十 昔 理 i l �h����馼��ｼh��､���N���w��(2,393,800) 

創　立　費　償　却 鉄��ﾃ����

“予　　　備　　　費 ��ﾃン8�S�����

合　　　　　計 �������6ﾒ�#�ﾃ弐#x������ 偃Y����

○づ・ 

十‾ ����������臆⊥臆 �?��｢� 



∴千 　　　　　　.次　年　度 � 

事　　業　　計　　画　　書 ��

l 音l ・I 傴ｩ��S9D紿ﾈ���ﾔ以�*�.r���

昭和軍4年3月31ロまで ��

京都生コンクリ- 刄g協同組合 

∴共同版亮に関する事業・./ � 

初年度に引き続き・同様に行う〇・ � 

取扱品目l彊縄立米前端金額掌鵜i手数料額 

胆据量苗132語雪片2。書 

抄∴∴　小 
2・碧業資金の貸付に関する事業ノ � 

初年度は引き続き,伺様に行少。 � 

(イ)貸付対象・ ��xﾘx醜,ﾈ馼ｼh,冽h+x.倬�ｾ�� 

(ロ)貸付方法　　証書貸付・手形貸付とする. � 

●　必要により,担保を供せしめる � 

レ高鱗患　_1ケ年以内とする. � 

(⇒貸付手数科i.年8.5・% � 

(内貸付限度1組合員当蝿高500万円 ¥’ l � 

十∴ ��������������������Υ�



心 弟 劔劍ﾘﾂ�尨���ﾈ6ﾒ�����5������鐵ｸ�R�<Xｴ2�蓼�R�ﾊｸvｸ���顋u��ﾘ+�+�?�?�爾ﾒ粨�ﾈ�ﾂ��

J基 膏i 樟 剪���

、　○○　-一一° 

対　　3・教育及び情報の提供興る 凵E/ 劍����
事業　　　　　　　　　　　　嘉 　　　　　　　　　　　　　　"∴ 

l　　　初年度同様組合貝の経営の合靴・技術の向上を図るため次の事業を行う; 劔��
( i 劔��

i鮪 僮 

) 鶏 II 「 ! 烏 i」 l ��ﾒ������������?��{R���ﾅﾂ��ﾂ����*ｲ��*ﾂ��ｲ�ﾂ�齟��ﾃ｣｢�����ﾂ�)ｨ�������種　　　　　　別 弌��B��∴経∴∴∴受∴ 儖X��������ﾖﾂ�

1こコ珍リート技術に関する詰習会・ �"�210,000 亰ｨ齎韋ﾋ��鞜B�

2予ンクリ-ト技術研究会 �"�142.000 ��(��{��8ｷ�-�艙N��

3.工場公害対策研究会 儘��100,000 

4.経営合理化研究会 �"�重00,000 俎X踪�8ｾ�ﾈ��艙N��

5.財務に関する研究会 儘��60,00、0 滴���b�

計 唐�612,000 ��

/ ,福利厚生に関する事業i ��

初年度同様組合員の親睦を図 (1)慰安・会i年1回 (2)慶弔見舞金の給付., ��刎｢�

組合員に対し慶弔見舞 仞�/�辷ｸｸ+x.��"�

5・組合協定と団体協約の締結/ 

初年度と同様に必要が生じた場 俘x,俎2�うら 1 　千言 



】 綿�h�b�

ー 

、i. ∴　　∴三 劍���������

次　年　青 く’ 

資〇・金　言計 劍���������R��

昭 劔���cS9D���Hﾈ���?ｨ*�.x�R�

.l　　　・昭和54阜3月’3書 劔日まで, 京都生コンクリ-ト協 �:��xﾘr�

二・・資　金、調　達・ 劔 

科　　　　目 刹焉@　　額● ��ﾈ���V�������wf���� 

払込.出資∵金 借∴入∴,金 ,・計 �17・000・009 了1;000,000 ��s�ﾏｸ����iﾈ冷�

拳、 萎 え. 二〇 1 

I 

資　金　の　翠’用　. 剪�

科　　　　目　■ 凵E金　　　●　領 �4X����������wb��

貸●付・金 馬具備品’ 丁寧務新穀.金 �;50,000,00●0 ・∴∴∴・3・000,000・ 5了00q,000. 18.000,心oo i12.000,000’ 諒00・000/ ��

草子二一三: 計 亡三三ゴI 

与 

:I　∴ ����������(尨�������Κ����63｢�



/ �� ���������畔畔��畔板�剥 

摘: :∴∴∴∴ i ∴用 言 I i 

収　支　予　算　書　∴∴〆・/ 

自　昭和53年　4月　1日 

至昭和54年　3月　31 劍ｧや�79�h5"�984�8ｨ�Rﾘ6xｺi:��xﾘr�∴l 旧 ÷町 正 一 円く 罵 〆・ ユ∴ 」’ 

京 

単位 

収　　　　　　　　　入 

科　　　　目・ 仞���������ｧ｢�　　　　　　●　二 偏、　　考: 

工.事　業　収　入 茶38�Ssr���S�����取扱数量当。巨至心 

共同販売手数料収入 �#津S#�ﾃ����

4i250,000 (2,040,0●00) 鉄�ﾃ���ﾄ�����繹�SXﾅ��ﾈ隗｣rﾃ����苓�顋��(9hﾈ����x���

一般賦課金収入 ��ﾃC#ゅ��S��粐�

琵蠣鞭醸金収入 田�"ﾆ���鹿3,0げ0円×“12ケ卒17祉・ 

Ⅲ　専業.外収入 茶�ﾃ#s�ﾃ��,ﾂ�

受　取・利(息 ���S(.�X�S���� ー　　　　　　.　　　　　　　　　　　　　.　　　　　, 

雑　　収　　入 ��コﾃ����"�

合　　　　　計 ���������3sｳ��������ﾔ��ﾂ� 

子 ・●/‾音、:. ��ﾈ��尨���� 

音　　。■-・仰噴謬蘭　　　書"「“暫 



十 十 劔����������"�

享青 凵E支　　　　　　　　　　出 

科　　　目∴ 仞���������ｧ｢�・備　　　　　一考 

I事　　業　　費 茶���bﾃsc"ﾃ�����50,000,000×8% 

:共同.販売事業費 ��Shﾝﾓ��ﾈ.����

金融事業支払利息 釘ﾃ���ﾃ����

教育情報事業費・ 偵c�ﾎ�����b�詰習合,研究会 

i 剳泓�﨎ｶ事業費. 都S�ﾃ���ﾂ�組合員及び従業員への慶弔費 男子1人女子3人給料〕 　賞与2回 

置 ! 上 刧U　二股管理費 抱�R窿#Bﾃ3��ﾃ�����

役　員　報　酬、 偵"����ﾃ����

・職　員・給、・料 ��h�ﾃΕ33�ﾃ����

色 i 僥��福・利　厚　生　費 呈ﾂﾈ�S3S��S����法定福利艶滋浩。d 

.退職給与引当金繰入 俥�32ﾃ#���給与総額の4%　　, 

交　　　際　　　費 ��ﾃ3#�ﾃ����I 電話代及び切手代i 
農 i i i 鯖 几v儂���ﾏ���,ｨ��N��1,鶴40,000 

.印刷費吸び事務同局費 們｣#�ﾃ����

通　　信・、費 ��c｣���R��ﾃ����

i I ��X��;���ﾏX��Dﾘ��N��音720,000 仄H擁N��-��Y;佰YDﾙN��
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